
　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 郵便局 128720 南蒲原中之島簡易郵便局 ○ 新潟県長岡市中之島５６５－７３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 123830 新潟西大畑郵便局 - 新潟県新潟市中央区田中町５１９０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 747640 電通福岡ビル内郵便局 - 福岡県福岡市中央区赤坂１－１６－１０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 747640 福岡平和台郵便局 - 福岡県福岡市中央区赤坂１－１６－１０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 048340 下沢渡簡易郵便局 ○ 群馬県吾妻郡中之条町下沢渡１１２５－1 ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 067660 石岡茨城簡易郵便局 ○ 茨城県石岡市茨城１－４－３３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 118930 上茶屋簡易郵便局 ○ 長野県飯田市鼎上茶屋３４１８－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 317670 西荒屋簡易郵便局 ○ 石川県河北郡内灘町西荒屋ハ７７－２６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 317670 西荒屋簡易郵便局 ○ 石川県河北郡内灘町西荒屋ハ７７－２６ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 477320 阿尾簡易郵便局 ○ 和歌山県日高郡日高町阿尾１５４ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 557510 小野田叶松簡易郵便局 ○ 山口県山陽小野田市小野田１０３９６－８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 557510 小野田叶松簡易郵便局 ○ 山口県山陽小野田市小野田１０３９６－８ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 617830 北条粟井簡易郵便局 ○ 愛媛県松山市久保４４０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 617830 北条粟井簡易郵便局 ○ 愛媛県松山市久保４４０ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 617930 大洲成能簡易郵便局 ○ 愛媛県大洲市成能甲８９８－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 617930 大洲成能簡易郵便局 ○ 愛媛県大洲市成能甲８９８－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

R4.6.1 業務変更 -

R4.6.1 業務変更 -

R4.6.1 業務変更 -

R4.6.1 業務変更 -

R4.6.1 契約解除 -

R4.6.1 契約解除 -

R4.6.1 契約解除 -

R4.4.27 契約解除 -

R4.6.1 契約締結 -

R4.6.1 廃止 -

R4.6.1 改称 -

別紙
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変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
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(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 郵便局 718320 水俣白浜簡易郵便局 ○ 熊本県水俣市白浜町２１－２５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 718320 水俣白浜簡易郵便局 ○ 熊本県水俣市白浜町２１－２５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 727470 出口簡易郵便局 ○ 大分県日田市天瀬町出口７２５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 786820 仮宿簡易郵便局 ○ 鹿児島県曽於郡大崎町假宿２３８４ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 786820 仮宿簡易郵便局 ○ 鹿児島県曽於郡大崎町假宿２８４６ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 817020 大衡簡易郵便局 ○ 宮城県黒川郡大衡村大衡河原５７－２２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 817020 大衡簡易郵便局 ○ 宮城県黒川郡大衡村大衡河原５７－２２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 847040 目時簡易郵便局 ○ 青森県三戸郡三戸町目時下道１７－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 847890 乳井簡易郵便局 ○ 青森県弘前市乳井乳井６７－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 847890 乳井簡易郵便局 ○ 青森県弘前市乳井乳井６７－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 997490 稲美簡易郵便局 ○ 北海道網走郡美幌町稲美９０－９９ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 997490 稲美簡易郵便局 ○ 北海道網走郡美幌町稲美９０－９９ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 413230 生野大池橋郵便局 - 大阪府大阪市生野区田島１－２－２１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 413230 生野大池橋郵便局 - 大阪府大阪市生野区舎利寺１－１２－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 513360 福山東深津郵便局 - 広島県福山市東深津町２－６－１５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 513360 福山深津郵便局 - 広島県福山市東深津町１－１８－４２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 001680 目黒八雲五郵便局 - 東京都目黒区八雲５－１０－１７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 001680 目黒八雲四郵便局 - 東京都目黒区八雲４－２０－１４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 062390 中妻郵便局 - 茨城県水戸市大足町９８３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 062390 水戸杉崎郵便局 - 茨城県水戸市杉崎町２２９－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

R4.6.1 業務変更 -

R4.6.1 業務変更 -

R4.6.6 移転 -

R4.6.6 移転・改称 -

R4.6.13

R4.6.1 業務変更 -

R4.6.1 契約解除 -

R4.6.1 契約締結 -

R4.6.1 住居表示変更 -

R4.6.1 業務変更 -

移転・改称 -

R4.6.13 移転・改称 -
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郵便
局・会
社の営
業所の
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簡
易
郵
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(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
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関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 郵便局 216510 津島駅前郵便局 - 愛知県津島市藤浪町１－１７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 216510 津島柳原郵便局 - 愛知県津島市西柳原町２－１７－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 郵便局 243760 高山石浦郵便局 - 岐阜県高山市石浦町５－２５２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 541280 岡山駅前郵便局 - 岡山県岡山市北区駅前町１－３－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 541280 岡山駅前郵便局 - 岡山県岡山市北区駅前町２－１－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 817020 大衡簡易郵便局 ○ 宮城県黒川郡大衡村大衡河原５７－２２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 817020 大衡簡易郵便局 ○ 宮城県黒川郡大衡村大衡河原６３－７ - ○ ○ × ○ ○ -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

R4.6.27 移転 -

R4.6.27 移転 -

R4.6.13 移転・改称 -

R4.6.27 新設 -

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。
　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は


